
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」

「
往
代
」
と

「
市
」
を
め
ぐ
っ
て

釈
解

廣
　
　
田

牧

解釈

（
一
　
は
じ
め
に

　
『
江
談
抄
』
の
方
法
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
本
文
の
注
解
と
考
察
を
加
え
た

い
三
こ
で
は
・
二
九
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
軌
一
を
考
察
の
対
象
と
ず

る
。
そ
の
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
大
納
言
道
明
到
レ
市
買
レ
物
事
。

　
　
　
又
被
レ
命
云
。
往
代
人
多
到
レ
市
買
レ
物
。
道
明
與
レ
妻
同
車
。
到
レ
市

　
　
　
買
レ
物
。
市
中
有
二
一
堰
一
。
見
二
大
納
言
妻
一
日
君
必
為
二
大
納
言
妻
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
次
見
二
道
明
一
日
。
此
人
之
力
歎
云
々
。

川
口
久
雄
氏
・
奈
良
正
一
氏
校
注
『
江
談
讃
注
』
の
〔
訓
読
〕
と
〔
通
解
〕
は

　
　
　
　
　
　
　

次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
〔
訓
読
〕

　
　
　
　
　
　
イ
チ

　
　
大
納
言
道
明
市
二
到
リ
テ
物
ヲ
買
フ
事
。

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
』
「
大
麹
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
　
マ
タ
命
セ
ラ
レ
テ
云
ハ
ク
、
「
往
代
人
多
ク
ハ
市
二
到
リ
テ
物
ヲ
買
フ
。

　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
リ
　
オ
ウ
ナ

　
　
道
明
妻
ト
同
車
シ
テ
、
市
二
到
リ
テ
物
ヲ
買
フ
。
市
ノ
中
二
一
ノ
姫
ア

　
　
リ
。
大
納
言
ノ
妻
ヲ
見
テ
日
ハ
ク
、
『
君
ハ
必
ズ
大
塑
言
ノ
妻
ト
ナ
ラ

　
　
ム
。
』
ト
イ
フ
。
次
二
道
明
ヲ
見
テ
日
ハ
ク
、
『
コ
ノ
人
ノ
カ
カ
。
』
ト

　
　
云
々
。
」
ト
イ
ヘ
リ
。

〔
通
解
〕

大
塑
言
道
明
が
市
に
い
っ
て
買
い
物
を
し
た
こ
と
。

　
　
ま
た
仰
せ
ら
れ
て
、
「
む
か
し
は
人
は
た
い
て
い
市
に
い
っ
て
買
い
物

　
　
を
し
た
。
道
明
は
妻
と
同
車
し
て
、
市
に
い
っ
て
買
い
物
を
し
た
。
市

　
　
の
中
に
一
人
の
老
婆
が
い
て
、
大
麹
言
（
の
ち
の
官
職
で
い
っ
た
。
こ

　
　
の
と
き
は
ま
だ
大
麹
言
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
）
の
妻
を
見
て
、
『
あ

　
　
な
た
は
将
来
必
ず
大
麹
言
の
妻
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
』
と
い
っ
た
。

　
　
次
に
道
明
を
見
て
、
『
大
納
言
の
妻
に
な
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
人
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



解釈

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
』
「
大
麹
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
　
　
で
し
ょ
う
か
。
』
と
い
っ
た
。
」
と
い
わ
れ
た
。

　
冒
頭
の
「
又
被
レ
命
云
」
は
、
そ
れ
以
下
を
大
江
匡
房
が
語
っ
た
こ
と
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
記
す
、
『
江
談
抄
』
の
慣
用
的
な
「
編
集
句
」
で
あ
る
。
「
又
」
は
前
の
条
を

受
け
る
語
。
「
命
」
は
お
ほ
せ
と
訓
み
、
仰
せ
の
義
で
あ
る
。
こ
の
「
又
被
レ

命
云
」
と
末
尾
の
「
云
々
」
と
い
う
、
二
つ
の
慣
用
的
な
編
集
句
に
よ
っ
て
、

こ
の
条
は
ひ
と
つ
の
話
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ
ら
に
『
江
談
讃
注
』
は
、
〔
鹸
説
〕
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
む
か
し
は
か
な
り
の
身
分
の
人
で
も
、
自
分
で
市
に
行
っ
て
買
い
物
を

　
　
　
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
興
味
深
い
。
し
か
し
本
則
の
中
心
は
、
市
の

　
　
　
中
に
占
い
を
す
る
老
婆
が
い
て
、
道
明
が
大
納
言
に
な
る
こ
と
を
予
言

　
　
　
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
『
江
談
抄
』
の
こ
の
条
は
、
『
水
言
紗
』
二
二
〇
の
条
と
一
致
す
る
。
た
だ
、

『
江
談
抄
』
の
本
文
に
お
い
て
「
往
代
人
多
到
レ
市
買
レ
物
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
水
言
抄
』
に
は
「
往
代
人
多
到
レ
市
自
買
レ
物
」
と
異
同
が
あ
る
。
「
到
市
買

物
」
が
「
自
ら
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
水
言
抄
』
　
一
三
〇
の

条
に
つ
い
て
は
、
植
松
茂
氏
・
田
口
和
夫
氏
・
後
藤
昭
雄
氏
・
根
津
義
氏
校
注

『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
〔
会
言
〕
に
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。

　
　
　
こ
の
話
が
道
明
の
若
い
時
の
こ
と
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お

　
　
　
そ
ら
く
道
明
が
大
納
言
に
な
る
こ
と
を
予
言
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
　
ろ
う
。
町
中
の
市
に
そ
う
い
う
こ
と
を
予
言
す
る
姫
が
い
た
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
　
　
と
が
、
当
時
の
社
会
の
一
面
を
の
ぞ
か
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
　
　
将
来
の
運
命
を
予
言
す
る
話
は
〈
４
５
〉
・
〈
４
６
〉
項
に
も
あ
っ
た
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
　
　
の
方
は
家
代
々
の
相
人
で
あ
っ
た
。

道
明
自
ら
が
、
市
で
物
を
買
う
こ
と
の
可
能
性
を
、
若
い
と
い
う
、
官
位
の
高

く
な
い
時
期
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
い
出
そ
う
と
す
る
見
解
を
み
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
「
人
多
到
レ
市
買
レ
物
」
と
い
う
こ
と
を
み
と
め
る
に
し
て
も
、
後

に
大
紬
言
に
ま
で
昇
る
道
明
が
、
市
に
自
ら
物
を
買
い
に
行
っ
た
と
す
る
こ
と

は
容
易
に
受
け
入
れ
が
た
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
必
ず
し
も
、

実
際
的
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
に
わ
か
に
決
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
事
実
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
極
め
て
異
例
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
到
レ
市
買
レ
物
」
と
い
う
。
こ
こ
に
、
こ
の
話
の

本
質
が
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

　
『
江
談
讃
注
』
の
〔
鹸
説
〕
、
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
の
〔
余
言
〕
の
い
ず

れ
も
が
、
姻
の
言
葉
を
予
言
と
み
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
に
解
さ
れ
る
姻
の
言
葉
に
接
す
る
た
め
に
は
、
道
明
が
自
ら
市
に
行
っ
た
こ

と
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
記
さ
れ
る
出
来
事
は
、
「
往
代
」
の
こ
と
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
江
談

讃
注
』
は
、
「
往
代
」
と
い
う
語
に
「
過
ぎ
去
っ
た
世
。
い
に
し
え
。
昔
。
往

　
　
　
　

昔
。
往
古
」
と
い
う
注
を
付
け
る
。
そ
し
て
「
往
代
」
を
「
む
か
し
は
」
と
口

訳
し
て
い
る
。
「
往
代
」
の
語
義
が
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
過
去
の
時
を
示



解釈

す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
す
ま
な
い
。
「
市
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
、
買
物

と
い
う
、
都
の
日
常
と
、
隠
さ
れ
た
都
の
暗
部
を
顕
わ
す
こ
と
に
な
る
。
「
市
」

と
い
う
語
を
軸
に
、
話
の
根
幹
が
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
都
に
お
け
る
地
名
に
っ
い
て
、
廣
川
勝
美
先
生
の
次
の
よ
う
な
創

見
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
重
層
的
な
都
の
地
名
は
都
そ
の
も
の
の
重
層
性
を
現
わ
し
て
い
る
。

こ
の
視
座
に
基
づ
い
て
考
え
を
進
め
る
と
、
東
西
の
市
も
ま
た
、
都
の
地
名
で

あ
る
と
と
ら
え
直
せ
よ
う
、
そ
し
て
、
市
と
い
う
語
に
重
層
性
を
み
と
め
る
、

と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
『
江
談
抄
』
に
お
け
る
市
と
い
う
語
は
、
語
そ

の
も
の
に
重
層
性
を
み
た
と
き
に
、
都
の
重
層
性
を
表
す
語
と
し
て
み
え
て
く

る
。　

「
往
代
」
と
い
う
、
時
問
的
な
相
を
示
す
語
と
、
「
市
」
と
い
う
、
空
間
的
な

相
を
示
す
語
と
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
、
到
市
買
物

事
」
の
釈
解
を
試
み
た
い
。

（
二
）
　
「
往
代
」

と
い
う
語

　
『
江
談
抄
』
に
お
け
る
「
往
代
」
と
は
何
か
。
「
往
代
」
と
い
う
語
は
、
『
江

談
抄
』
一
六
に
、
例
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
往
代
、
御
馬
御
覧
之
日
。
馬
助
以
上
参
上
云
々
。
又
被
レ
命
云
。
忠
文
民

　
　
部
卿
、
為
レ
助
之
時
。
延
喜
聖
主
御
馬
御
覧
之
日
、
参
一
入
自
二
瀧
口
陣

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
　
方
一
、
伺
］
侯
東
庭
一
一
干
時
北
下
也
。
毒
之
駕
御
馬
二
疋
。
忽
以
相
流
交
、

　
　
無
レ
人
二
範
當
二
副
イ
一
。
忠
文
自
進
出
取
「
一
放
之
一
。
事
畢
、
退
出
之
問
。

　
　
寮
御
馬
部
宿
老
者
一
人
、
倫
語
云
。
阿
波
程
葉
江
、
奈
幾
與
加
奈
。
先
朝

　
　
乃
御
時
奈
良
末
之
加
波
云
々
。
主
上
聞
「
一
食
此
事
一
、
令
レ
恥
給
云
々
。

　
　
（
一
六
「
御
馬
御
覧
日
、
馬
助
以
上
可
二
参
上
一
事
」
。
一
　
一
は
注
記
を
示

　
　
す
。
ま
た
、
私
に
読
点
を
う
つ
。
以
下
同
様
）

　
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
「
往
代
」
と
「
云
々
」
と
い
う
編
集
句
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
往
代
」
は
、
後
に
続
く
話
に
あ
る
「
延
喜
聖
主
」
と
い

う
表
現
か
ら
延
喜
の
代
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
「
往

代
」
に
お
い
て
の
「
御
馬
御
覧
之
日
。
馬
助
以
上
参
上
」
と
い
う
行
事
に
つ
い

て
の
事
例
を
あ
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
延
喜
聖
主
」
は
行
事
の
主
宰
者
で
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
例
に
み
ら
れ
る
「
往
代
」
と
は
異
な
っ
て
、
『
江
談
抄
』
に
は
、
延
喜

の
代
を
特
定
す
る
語
句
が
別
に
み
と
め
ら
れ
る
。

　
¢
被
命
云
。
延
長
末
一
延
喜
廿
一
。
貞
信
公
一
忠
平
一
、
以
二
小
野
宮
殿
一

　
　
一
実
頼
一
加
級
事
、
被
レ
申
二
延
喜
聖
主
一
。
主
上
不
二
具
許
一
。

　
　
　
（
一
「
依
レ
無
二
中
納
言
例
一
、
不
レ
行
二
叙
位
一
事
。
」
）

　
　
而
延
喜
聖
主
十
四
歳
之
時
一
昌
泰
元
一
。
被
レ
立
二
件
使
一
。
酉
日
御
衰

　
　
日
也
。
（
四
「
八
十
嶋
祭
日
、
可
レ
避
二
主
上
御
衰
日
一
事
。
」
）

　
　
　
又
談
日
。
延
喜
之
比
。
上
達
部
時
服
、
不
レ
好
二
美
麗
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



解釈

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
」
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
　
　
（
七
七
「
延
喜
之
比
、
以
二
束
帯
一
具
一
、
経
二
両
三
年
一
事
。
」
）

　
　
　
答
云
。
玄
象
牧
場
者
、
延
喜
聖
主
御
琵
琶
歎
。
件
御
時
。
琵
琶
上
手
玄

　
　
上
ト
云
モ
ノ
ア
リ
云
々
。
（
一
五
三
「
玄
象
牧
場
本
縁
事
。
」
）

　
「
往
代
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
天
皇
の
御
代
を
表
す
語
と
は
、

必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

　
「
往
代
」
と
い
う
語
を
と
ら
え
る
上
で
、
次
の
論
文
に
教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
多
い
。
神
尾
登
喜
子
氏
は
、
『
常
陸
風
土
記
』
の
伝
承
の
編
集
の
方
法
と
し

て
、
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
甲
子
の
条
に
み
え
る
「
山
川
原
野
名
号
所

由
又
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
」
の
「
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
」
に
注
目
さ
れ
る
。

　
　
「
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
」
を
中
心
に
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
『
常
陸
風

　
　
土
記
』
は
「
古
老
日
」
と
い
う
字
句
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
記
事
の
中
に
山

　
　
川
原
野
の
名
称
の
由
来
に
関
す
る
伝
承
を
載
せ
る
。
『
常
陸
風
土
記
」
で

　
　
は
、
「
古
老
日
」
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
山
川
原
野
名
号
所
由
」
と

　
　
「
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
」
と
を
一
括
的
に
編
集
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

　
　
　
　
◎

　
　
で
あ
る
。

と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
む
し
ろ
、
官
命
を
「
山
川
原
野
名
号
所
由
又
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
」
と
い

　
　
う
一
項
目
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
「
古
老
日
」
が
、
山
川
原
野

　
　
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
の
伝
承
に
関
す
る
編
集
句
で
あ
る
と
い
う
見
方

　
　
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

と
い
わ
れ
る
（
同
）
。
こ
こ
に
「
古
老
日
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
と
ら
え
か
た

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
成
果
に
導
か
れ
て
、
い
ま
，
江
談
抄
』
の
表
現
と
し
て

「
往
代
」
と
い
う
語
を
と
ら
え
な
お
し
た
と
き
に
、
「
往
尤
」
は
、
出
来
事
を
事

実
と
し
て
で
は
な
く
、
伝
承
と
し
て
提
示
す
る
語
で
あ
る
と
い
い
な
お
せ
よ
う
。

道
明
が
実
在
の
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
事
実
と
し
て

の
特
定
の
時
代
を
い
う
の
で
は
な
い
。
道
明
が
市
に
買
物
に
行
く
と
い
う
よ
う

な
、
あ
り
え
な
い
は
ず
の
こ
と
を
、
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
、
伝
承
と
し
て
伝
え

る
こ
と
を
保
証
す
る
。
「
往
代
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
道
明
が
市
に
で
か
け

る
と
い
う
こ
と
を
、
伝
承
と
し
て
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
往

代
」
と
い
う
語
は
、
「
江
談
抄
』
の
方
法
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
。

（
三
）
　
「
市
」

と
い
う
語

　
「
市
」
と
い
う
語
は
、
語
そ
の
も
の
に
重
層
性
を
も
つ
。

　
ま
ず
、
「
市
」
の
法
制
上
の
規
定
は
、
『
延
喜
式
』
巻
四
十
二
「
左
右
京
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

東
西
市
司
」
に
み
ら
れ
る
。
市
司
は
左
右
京
職
に
属
す
る
。
東
市
に
五
十
一
の

厘
、
西
市
に
三
十
の
厘
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
，
関
市
令
』
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
凡
市
。
恒
以
二
午
時
一
集
。
日
入
前
。
撃
二
鼓
三
度
一
散
。
一
毎
度
各
九
下
。
一

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
市
の
開
か
れ
る
時
刻
以
外
、
市
は
閉
ざ
さ
れ
て
い

る
。
限
ら
れ
た
時
問
内
で
取
り
引
き
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
市
」
に
つ
い
て
、
交
易
に
関
す
る
も
の
と
は
別
の
規
定
が
あ
る
。

　
　
凡
決
「
一
罰
罪
人
一
者
。
官
人
典
レ
使
相
「
一
対
楼
前
；
討
レ
之
。

　
　
（
『
延
喜
式
』
「
左
右
京
職
東
西
市
司
」
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
、
市
の
楼
前
に
お
け
る
決
罰
の
規
定
が
み
え
る
。

　
　
凡
決
二
死
囚
一
者
。
省
預
移
］
送
弾
正
衛
門
一
。
其
日
會
］
集
市
司
南
門
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
（
略
一
（
『
延
喜
式
』
巻
二
十
九
「
刑
部
省
」
一

他
に
、
『
西
宮
記
』
巻
二
十
一
「
於
市
行
事
」
に
も
、
市
の
楼
前
の
決
罰
の
次

　
　
　
　
＠

第
が
み
え
る
。

　
『
獄
令
』
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
凡
決
二
大
群
罪
一
。
皆
於
レ
市
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
市
は
刑
の
執
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
。

　
市
で
決
罰
の
お
こ
な
わ
れ
た
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
ス
　
　
　
　
ノ
　
ニ

　
　
己
丑
。
禁
二
外
従
五
位
下
小
野
朝
臣
東
人
一
下
二
平
城
獄
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
三
生
二
月
八
日
。
七
四
一
年
一

　
　
　
　
　
　
ノ
ニ
　
　
ニ
メ
　
ス
　
　
ニ

　
　
庚
寅
。
東
西
両
市
決
杖
各
五
十
。
配
「
一
流
伊
豆
一
二
嶋
一
。
一
同
年
同
月
九
日
）

広
嗣
の
乱
に
加
わ
っ
た
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
小
野
朝
臣
東
人
は
平
城
の
獄
に

入
れ
ら
れ
、
平
城
京
の
東
西
市
で
処
罰
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
市
」
は
、
制
度
的
に
は
、
交
易
と
決
罰
と
い
う
機
能
性
を
も

つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

さ
ら
に
、
都
の
災
厄
を
除
く
た
め
に
、
決
罰
の
他
に
雨
乞
も
市
で
行
わ
れ
る
。

「
市
」
に
、
都
の
重
層
性
が
顕
在
化
す
る
。
市
は
天
皇
の
統
治
の
仕
組
み
に
触

れ
、
都
の
根
幹
に
か
か
わ
る
。
「
市
」
と
い
う
語
を
、
そ
の
よ
う
な
都
の
統
治

の
仕
組
み
を
担
う
、
重
層
的
な
語
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
市
に
お
け
る
祈
雨
の
事
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ス
ト
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
丙
子
。
太
政
官
奏
。
比
旦
几
早
。
田
園
樵
巻
。
難
二
久
害
祈
一
未
レ
蒙
二
嘉

　
　
ヲ
　
　
ソ
　
　
ノ
　
　
ノ
　
ヲ
シ
メ
ラ
　
　
ソ
ル
「
ヲ
ニ

　
　
衡
一
。
請
遣
下
二
京
畿
内
浄
行
僧
等
一
祈
上
レ
雨
。
及
罷
レ
出
二
市
慶
一
。
開
一
」

　
　
セ
ン
ト
　
　
　
ヲ

　
　
塞
　
南
門
一
。
奏
可
之
。

　
　
（
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
二
年
六
月
廿
七
日
の
条
、
七
〇
五
年
）

そ
の
と
き
に
、
「
罷
レ
出
二
市
慶
一
、
開
］
塞
南
門
一
」
と
い
う
処
置
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　
市
塵
の
慶
は
市
で
品
物
を
売
る
店
。
市
に
は
品
物
ご
と
の
慶
が
立
つ
。
そ

　
　
れ
を
出
さ
な
い
こ
と
。
市
場
を
他
所
に
移
し
て
市
の
門
を
閉
じ
、
人
を
中

　
　
に
入
れ
な
い
で
行
う
祈
雨
祭
は
中
国
式
の
も
の
で
、
後
漢
書
礼
儀
志
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
え
る
。
皇
極
元
年
七
月
紀
に
も
「
或
頻
移
市
」
す
祈
雨
祭
が
み
え
る
。

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
市
を
移
し
て
、
祈
雨
を
行
う
儀
礼
は
、
す
で
に
『
日
本

書
紀
」
皇
極
元
年
七
月
二
十
五
日
に
事
例
が
あ
り
、
古
く
中
国
に
淵
源
を
も
つ
。

（
四
）
　
堰
と
い
う
語

「
市
中
有
二
一
姻
一
」
と
あ
る
。
姫
は
、

道
明
の
妻
が
大
納
言
の
妻
に
な
る
と

　
　
　
　
七
七
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『
江
談
抄
－
「
大
麹
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

い
う
。
そ
の
言
葉
は
「
君
必
為
二
大
塑
言
妻
一
」
「
此
人
之
力
歎
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　
「
歎
」
と
い
う
語
は
、
「
江
談
抄
』
の
中
で
、
相
人
の
観
相
の
言
葉
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　
◎
　
一
條
左
大
臣
、
年
少
之
時
。
故
平
中
納
言
時
望
、
到
。
其
父
式
部
卿
敦

　
　
実
親
王
召
「
一
出
雅
信
一
。
令
二
時
望
相
ワ
之
。
時
望
相
云
。
必
至
二
従
一
位
左

　
　
大
臣
一
歎
。

　
　
（
七
四
「
平
中
納
言
時
望
、
相
二
一
條
左
大
臣
一
一
雅
信
一
事
。
」
）

　
　
　
又
惟
仲
中
納
言
。
其
母
讃
岐
国
人
也
。
珍
材
為
二
讃
岐
介
一
之
時
、
所
レ

　
　
生
子
也
。
而
去
レ
任
之
後
、
尋
］
来
珍
材
一
。
召
レ
人
、
相
レ
之
云
。
汝
必

　
　
至
二
大
納
言
一
歎
。
（
七
五
「
平
家
、
自
二
往
昔
一
為
二
相
人
一
事
。
」
）

こ
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
相
人
の
言
葉
が
「
必
」
を
伴
っ
て
「
歎
」
で
結
ば
れ

て
い
る
。
「
歎
」
は
、
疑
問
を
呈
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
強
い
調
子
を
表

す
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
う
一
つ
参
照
で
き
る
例
が
あ
る
。

　
　
　
匡
衡
申
云
。
皇
子
可
下
令
二
出
来
一
給
上
之
徴
也
。
犬
ノ
字
ハ
。
是
鮎
ヲ

　
　
大
ノ
字
ノ
下
二
付
ハ
太
ノ
字
也
。
上
二
付
レ
ハ
天
ノ
字
也
。
以
レ
之
、

　
　
謂
レ
之
。
皇
子
可
二
出
来
給
一
。
サ
テ
立
太
子
。
次
二
至
二
天
子
一
給
歎
。

　
　
（
五
八
「
上
東
門
院
御
帳
内
、
犬
出
来
事
」
）

こ
の
例
は
相
人
の
観
相
の
言
葉
で
は
な
い
。
「
一
条
院
女
御
」
の
帳
内
に
「
犬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

子
」
の
侵
入
し
て
い
る
の
を
、
「
皇
子
」
誕
生
の
「
徴
」
で
あ
る
と
答
え
た
。

そ
の
と
き
、
「
至
二
天
子
一
給
歎
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
観
相
の
言
葉
で
な
い
に

し
て
も
、
匡
衡
が
犬
と
い
う
字
を
「
私
」
に
「
勘
」
じ
た
言
葉
で
あ
る
。
将
来

の
運
命
を
い
う
の
に
強
意
の
助
辞
と
し
て
、
「
欺
」
は
文
末
に
置
か
れ
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
姫
が
道
明
の
妻
に
投
げ
か
け
た
「
此
人
之
力
歎
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、
強

い
確
信
の
こ
め
ら
れ
た
表
現
と
み
ら
れ
よ
う
。
「
此
人
之
力
歎
」
は
、
大
蟄
言

の
妻
に
な
る
の
は
、
こ
の
人
の
力
で
あ
る
、
と
確
信
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の

人
の
力
で
あ
る
と
確
信
を
も
っ
て
指
摘
す
る
。
そ
れ
が
予
言
で
あ
る
こ
と
は
、

な
に
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
か
。
た
し
か
に
大
麹
言
と
そ
の
妻
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
信
は
実
現
し
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
そ
れ
を
予
言

の
成
就
と
み
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
か
。
姫
も
ま
た
観
相
の
能
力
を

も
つ
の
か
。
時
望
、
珍
材
な
ど
は
、
観
相
に
お
い
て
名
の
あ
る
人
で
あ
る
。
無

名
の
姻
が
、
観
相
の
能
力
を
も
つ
こ
と
が
み
と
め
ら
る
の
は
、
ま
さ
に
市
と
い

う
場
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
「
市
」
の
重
層
性
を
語
る
伝
承
が
、
紀
長
谷
雄
の
漢
詩
、
『
本
朝
文
粋
』
の

「
白
箸
翁
」
に
み
え
る
。

　
　
貞
観
之
末
、
有
二
一
老
父
一
。
不
レ
知
二
何
人
一
、
亦
不
レ
得
二
姓
名
一
。
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
遊
二
市
中
一
、
以
レ
売
二
白
箸
一
為
レ
業
。
時
人
号
二
白
箸
翁
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
時
人
号
二
白
箸
翁
一
」
と
あ
る
。
神
尾
氏
の
論
に
説
く
よ
う
に
「
古
老
日
」
は
、
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「
地
誌
の
慣
用
的
表
現
」
で
あ
っ
て
「
実
態
的
な
古
老
」
で
は
な
い
。
そ
れ
と

同
じ
く
、
「
時
人
」
も
実
態
的
な
存
在
で
は
な
い
。
こ
こ
に
み
え
る
「
時
人
」

は
「
貞
観
之
末
」
の
代
の
人
を
い
う
と
み
え
て
、
そ
う
で
は
な
い
。
「
時
人
号
」

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
白
箸
翁
」
が
提
示
さ
れ
る
。
存
在
を
た
ち
顕
わ
す

と
い
う
点
で
、
「
時
人
号
」
と
い
う
語
も
、
「
往
代
」
と
同
じ
性
質
を
も
つ
編
集

句
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
伝
承
に
お
い
て
、
「
白
箸
翁
」
は
「
常
自
言
一
七
十
一
」
と
い
う
。
そ
う

で
は
な
く
き
わ
め
て
高
齢
で
あ
る
こ
と
を
「
売
レ
ト
者
」
が
述
べ
る
。

　
　
時
市
楼
下
、
有
二
売
レ
ト
者
一
、
年
可
二
八
十
一
。
密
語
レ
人
日
、
吾
嘗
為
二
児

　
　
童
一
之
時
、
見
二
此
翁
於
路
中
一
。
衣
服
容
貌
、
与
レ
今
無
レ
異
。
聞
者
怪
レ

　
　
之
。
疑
共
百
余
歳
人
。

「
密
語
レ
人
日
」
と
あ
る
。
市
に
在
る
人
に
対
し
て
で
あ
る
。
聞
く
者
は
怪
し

ん
だ
が
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
市
楼
の
下
で
、
ト
を
売
る
者
の
言

葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
児
童
の
と
き
白
箸
翁
を
み
た
売
ト
者
も
ま
た
高
齢
で
あ
る
。

　
「
時
市
楼
下
、
売
レ
ト
者
」
と
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
が
こ
の
伝
承
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
時
人
号
」
と
い
う

編
集
句
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
中
国
に
お
い
て
も
、
売
ト
者
が
市
に
在
る
こ
と
は
、
大
曽
根
章
介
氏
・
金
原

理
氏
・
後
藤
昭
雄
氏
校
注
『
本
朝
文
粋
』
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
皇
甫
撰
『
高
士
伝
』
「
厳
遵
」
の
「
隠
居
不
レ
仕
、
常
売
二
卜
於
成
都

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
　
　
　
ゆ

市
こ
を
引
く
。
『
高
士
伝
』
「
厳
遵
」
は
『
太
平
御
覧
』
に
よ
る
と
、

　
　
皇
甫
士
安
高
士
偉
日
、
厳
遵
、
字
君
平
、
蜀
人
。
常
貢
二
卜
成
都
市
一
。

　
　
日
得
二
百
夢
、
以
自
給
。
ト
詑
則
閉
二
摩
下
簾
一
、
以
著
レ
書
為
レ
事
、
楊

　
　
雄
少
従
レ
之
、
遊
数
構
二
其
徳
一
、
李
強
為
二
益
州
牧
一
。
喜
日
、
吾
得
二
君

　
　
平
一
、
為
二
従
事
足
二
矢
。
雄
日
、
君
可
レ
備
二
程
與
相
一
、
見
二
其
人
一
、

　
　
不
レ
可
レ
屈
也
。
王
鳳
請
レ
交
、
不
レ
許
。
歎
日
、
益
我
貨
者
、
損
二
我
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
生
一
、
我
名
者
、
殺
二
我
身
一
、
故
不
レ
仕
。
時
人
服
レ
之
。

と
あ
る
。
「
皇
甫
」
は
「
皇
甫
誼
」
、
晋
の
学
者
、
『
高
士
伝
』
の
著
者
で
あ
る
。

字
は
「
士
安
」
。
「
成
都
」
は
四
川
省
の
都
市
。
『
高
士
伝
』
は
、
「
常
貢
二
卜
成

都
市
一
」
と
こ
ろ
の
厳
遵
を
、
世
を
逃
れ
隠
れ
住
む
隠
逸
、
「
逸
民
」
の
一
人

と
す
る
。

　
『
江
談
抄
』
の
姫
も
ま
た
、
売
卜
者
で
な
い
に
し
て
も
、
常
に
市
に
在
る
人

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
観
相
す
る
者
と
さ
れ
る
。

「
市
中
有
二
一
姻
一
」
と
い
う
語
句
が
そ
の
一
切
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
語
句
に
よ
っ
て
姻
の
言
葉
が
真
実
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
姫
の
言
葉
は
、
厳
密
な
意
味
で
予
言
で
は
な
い
。
姻
の
言
葉
が
、
「
白

箸
翁
」
に
い
う
「
満
市
之
人
」
の
輪
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
お
い
て
、
未

来
を
予
見
す
る
も
の
と
な
り
え
た
と
い
え
よ
う
。

七
九



解釈

　
　
　
　
　
『
江
談
抄
」
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
　
　
　
　
（
五
）
　
お
わ
り
に

　
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
に
お
い
て
、
「
往
代
」
と
「
市
」

と
い
う
二
つ
の
語
は
、
こ
の
話
を
読
み
解
く
鍵
で
あ
る
。
「
往
代
」
と
い
う
語

に
よ
っ
て
、
道
明
が
市
に
到
り
物
を
買
う
こ
と
と
、
予
言
の
真
実
と
が
保
証
さ

れ
て
い
る
。
道
明
が
ま
ず
買
物
を
目
的
と
し
た
市
で
、
お
も
い
が
け
ず
姫
の
言

葉
を
得
る
。
そ
れ
は
実
は
、
「
市
」
と
い
う
語
の
も
っ
重
層
性
に
支
え
ら
れ
た

言
葉
で
あ
る
。
「
市
」
は
、
都
の
重
層
性
を
担
う
語
で
あ
る
。
『
江
談
抄
』
は
、

都
の
重
層
性
を
、
市
に
お
け
る
姻
の
言
葉
と
し
て
示
す
。
市
そ
の
も
の
が
伝
承

そ
の
も
の
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
往
代
」
と
い
う
語
と
、
「
市
」
と
い

う
語
と
、
二
つ
の
語
に
よ
っ
て
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
は
成
り
立
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
ひ
い
て
は
言
談
の
方
法
そ
の
も
の

に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。

八
○

注
Ｏ
　
『
江
談
抄
』
各
条
の
番
号
は
、
川
口
久
雄
氏
・
奈
良
正
一
氏
校
注
『
江
談
讃
注
』

　
勉
誠
社
、
一
九
八
四
年
、
に
よ
る
。
底
本
は
板
本
群
書
類
従
。
以
下
、
番
号
は
こ
れ

　
に
よ
る
。

　
　
『
群
書
類
従
－
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
八
年
、
第
二
七
輯
五
七
五
頁
。
以

　
下
、
「
江
談
抄
』
の
本
文
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

　
　
注
○
に
同
じ
、
四
四
六
－
四
四
七
頁
。

　
廣
川
勝
美
先
生
「
も
の
が
た
り
の
古
層
」
『
も
の
が
た
り
研
究
序
説
』
桜
楓
社
、

　
一
九
八
五
年
、
四
八
頁
。

　
　
注
◎
に
同
じ
、
『
江
談
護
注
』
一
一
九
〔
鹸
説
〕
、
四
四
七
頁
。

◎
　
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
「
水
言
紗
」
に
よ
る
。
「
水
言
紗
』
本
文
に
題
は
な
い
が
、

　
『
水
言
紗
』
巻
頭
の
目
録
に
は
「
古
人
到
来
市
買
物
」
と
あ
る
。
「
来
」
は
見
せ
消
ち

　
（
橋
本
進
吉
氏
編
『
醍
醐
寺
蔵
　
水
言
紗
－
複
製
、
古
典
保
存
会
、
第
一
期
八
巻
、

　
一
九
二
五
年
）
。
橋
本
氏
は
、
醍
醐
寺
茂
『
水
言
抄
』
を
「
江
談
抄
の
一
異
本
」
で

　
「
流
布
本
に
比
し
て
遥
か
に
原
本
に
近
き
も
の
」
（
上
記
、
橋
本
氏
「
醍
醐
寺
蔵
　
水

　
言
抄
」
解
説
）
と
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
益
田
勝
実
氏
は
『
水
言
抄
』
が

　
「
江
談
抄
」
の
古
態
か
ど
う
か
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
「
『
江
談
抄
』
の
古
態
」
，
日

　
本
文
学
誌
茎
　
一
五
号
、
一
九
六
六
年
六
月
）
。
ま
た
最
近
、
甲
田
利
雄
氏
も
「
こ

　
の
系
統
の
江
談
抄
の
祖
本
で
は
な
く
、
水
言
紗
は
輔
篤
本
で
あ
ら
う
」
と
さ
れ
て
い

　
る
（
『
校
本
江
談
抄
と
そ
の
研
究
』
下
巻
九
頁
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八

　
年
）
。

¢
　
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
』
「
水
言
紗
」
二
二
〇
〔
余
言
〕
、
一
七
一
頁
。
『
水
言
紗
－

　
の
「
〈
４
５
〉
・
〈
４
６
〉
項
」
は
そ
れ
ぞ
れ
『
江
談
抄
』
の
「
平
中
納
言
時
望
、
相
二

　
一
条
左
大
臣
二
雅
信
一
事
」
（
七
四
）
、
「
平
家
自
二
往
昔
一
為
二
相
人
一
事
」
（
七
五
）

　
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

＠
　
本
文
「
往
代
人
」
は
、
「
往
代
ノ
人
」
と
訓
む
か
、
「
往
代
、
人
」
と
訓
む
か
に
つ



解釈

　
い
て
、
『
古
本
系
江
談
抄
注
解
一
「
水
言
抄
」
で
は
〔
通
釈
〕
に
お
い
て
「
昔
の
人

　
は
」
と
口
訳
し
て
い
る
一
武
蔑
野
書
院
、
一
九
七
八
年
、
一
七
一
頁
一
。
『
江
談
抄
－

　
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
変
体
漢
支
の
表
記
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
「
之
」
の
字
を
伴
う

場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
差
異
は
あ
る
が
、
今
、
『
江
談
讃
注
』
に
従
っ
て

　
「
往
代
、
人
」
と
訓
む
。
他
に
、
四
〇
一
「
唐
人
感
二
兎
萎
賦
一
事
。
」
に
、
「
此
國
ニ

　
モ
往
代
人
ノ
作
タ
リ
セ
ハ
。
」
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
江
談
讃
注
』
の
訓
読

　
の
と
お
り
「
往
代
ノ
人
」
と
訓
む
一
二
三
エ
ハ
頁
）
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
　
注
Ｏ
に
同
じ
、
『
江
談
讃
注
一
ニ
ハ
「
御
馬
御
覧
日
馬
助
以
上
可
参
上
事
」
〔
語

　
釈
〕
、
五
八
頁
。

＠
廣
川
勝
美
先
生
「
ま
え
が
き
」
、
南
波
浩
先
生
編
・
廣
川
勝
美
先
生
編
集
『
源
氏

　
物
語
　
地
名
と
方
法
』
桜
楓
杜
、
一
九
九
〇
年
。

＠
神
尾
登
喜
子
氏
「
『
常
陸
風
土
記
』
地
名
起
源
伝
承
考
」
『
同
志
杜
国
文
学
」
第
三

　
三
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
。

＠
　
『
延
喜
式
』
後
編
「
左
右
京
職
　
東
西
市
司
」
黒
板
勝
美
氏
編
、
国
史
大
系
、
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
九
二
七
頁
。
以
下
『
延
喜
式
』
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

＠
　
井
上
光
貞
氏
・
関
晃
氏
・
↓
上
田
直
鎮
氏
・
青
木
和
夫
氏
校
注
『
律
令
』
日
本
思
想

　
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。
「
関
市
令
」
、
四
四
三
頁
。
以
下
『
律
令
』
の
引

　
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
、
「
刑
部
省
」
、
七
二
一
二
頁
。

＠
茜
宮
記
』
巻
二
十
一
「
於
市
行
事
」
、
薪
訂
増
補
故
実
叢
童
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
五
二
年
、
三
三
七
頁
。
私
に
読
点
を
う
つ
。

＠
注
＠
に
同
じ
、
「
獄
令
」
四
五
六
頁
。

＠
『
続
日
本
紀
』
黒
板
勝
美
氏
編
、
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
。
以
下
『
続
日
本
紀
－

　
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

＠
　
青
木
和
夫
氏
・
稲
岡
耕
二
氏
・
笹
山
晴
生
氏
・
白
藤
程
幸
氏
校
注
『
続
日
本
紀
』

　
　
　
　
『
江
談
抄
』
「
大
納
言
道
明
到
市
買
物
事
」
釈
解

　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
巻
八
八
頁
注
三
。

ゆ
　
大
曽
根
章
介
氏
・
金
原
理
氏
・
後
藤
昭
雄
氏
校
注
『
本
朝
文
粋
』
九
巻
「
詩
序
」
、

　
紀
長
谷
雄
の
漢
詩
「
白
箸
翁
」
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、

　
二
七
二
頁
。

ゆ
注
＠
に
同
じ
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
、
五
八
頁
、
注
一
一
。

ゆ
　
『
太
平
御
覧
』
巻
第
五
百
九
、
「
逸
民
部
九
」
、
第
四
巻
二
四
四
七
頁
。
な
お
、

　
私
に
返
り
点
を
打
つ
。
『
訓
鮎
本
　
四
庫
提
要
』
一
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
、
史
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
ハ
シ
ク
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル

　
三
、
五
〇
頁
）
に
よ
る
と
、
「
蓋
御
覧
久
無
二
善
本
一
、
傳
刻
偶
々
脱
也
」
と
す
る
。

八
一
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